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会     議     録 

行 田 市 教 育 委 員 会   令 和 ３ 年  第 １２ 回  １０ 月 定 例 会 

招集年月日 令和３年１０月２１日（木） 開会場所 
 行田市産業文化会館 

   ２Ａ会議室 

開閉の時刻 

及び宣言者 

 開会 １０月２１日（木） 午後 ２時００分   教育長 齋 藤  操 

 閉会 １０月２１日（木） 午後 ２時５０分   教育長 齋 藤  操 

 教育長 齋 藤  操 教育長職務代理者 鹿  山 高  彦 仮議長  

 席次番号 
出席の教育長 

及び委員氏名 
摘       要 

１ 齋 藤  操  

２ 鹿  山 高  彦  

３ 飯塚 千十世  

４ 大 澤 惠 子  

５ 大  竹 洋  平  

議  事  参  与  者 書     記 

学校教育部長          吉田 悦生 

学校教育部次長 

 兼学校教育課長        安藤 秀一 

教育総務課長          長島 浩司 

学校給食センター所長      小林 誠 

生涯学習スポーツ課長      野口 啓司 

文化財保護課長         中島 洋一 

中央公民館副館長        坂野 雅英 

図書館長 

 兼視聴覚ライブラリー館長   柿沼 誠 

郷土博物館長          鈴木紀三雄 

教育研修センター所長      田口 範幸 

学校教育課主幹         佐藤 克己 

教育研修センター副所長     岡島 亮 

 

書 記 長   長島 浩司  

書記次長  上野恵美子 

書記    久積 史明 
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 会議事件名 顛           末 

 

 

 

会 

 

 

 

議 

 

 

 

の 

 

 

 

進 

 

 

 

行 

 

 

 

状 

 

 

 

況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

報告第２号 

教育長職務代理者行田市の

指名について 

 

 

 

 

 

 

 

議案第７２号 

行田市教育委員会教育長職

務代理者の事務の委任に関

する規則の制定について 

    市民憲章唱和（省略） 

 

教育長 

  本日の会議日程は報告１件及び議案２件である。日程第３、

議案第７３号は個人情報を含む案件であることから会議は非公

開としてよろしいか。 

 

  【全委員承認】 

 

教育長 

日程に先立ち、９月定例会の会議録について事務局に報告を

求める 

 

書記次長 

９月定例会、会議録報告 

 

教育長 

  何か意見等はあるか。 

 

【全委員承認】 

 

教育長提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

本件は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条

第２項の規定に基づき、令和３年１０月１日付で、鹿山高彦委

員が教育長より職務代理者に指名されたので、報告するもので

ある。 

 

 【全委員承認】 

 

教育長提案、書記次長議案朗読 

 

教育総務課長 

  本案は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第１３条
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議案第７３号 

令和３年度障害のある児童

生徒の就学に関する諮問に

ついて 

第２項において、教育長に事故があるとき、または教育長が欠

けたときは、あらかじめその指名する委員がその職務を行うこ

と」とされているが、職務代理者として指名された教育委員は

非常勤であり、教育長の職務の全てについて事務を執行するこ

とは困難であることが考えられることから、教育長から職務代

理者に委任された事務のうち、教育委員会の議事の運営に関す

る事務を除き、教育委員会事務局部長の職にあるものに委任す

るため、新たに規則を制定しようとするものである。 

第１条は、本規則の趣旨を定めるもの、第２条は、教育長職務

代理者の事務の委任について定めるもの、第３条は、教育長職

務代理者が事務を委任する職員について定めるものである。 

附則で、施行期日を公布の日とするものである。 

 

教育長 

  何か意見等はあるか。 

 

鹿山委員 

  教育委員は、非常勤であり、私を含めて教職員の経験がない

ものが多い。これは、教育委員会が専門家の判断のみではなく、

広く地域住民の意向を反映した教育行政を実現するもの、いわ

ゆるレイマンコントロールという仕組みで成り立っているから

である。 

したがって、教育長が何かの理由で職務を遂行できなくなっ

た時のために、このような規則が制定されるのは現実的なこと

だと思う。 

教育長の職務は心身ともに休まることのない激務であるが、

健康には、十分留意いただきたい。 

 

【全委員承認】 

 

これより非公開とする。 

 

（非公開） 

 

 

【全委員承認】 
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教育長 

  以上で本日の定例会を閉会とする。 
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 そ の 他 特 に 重 要 と 認 め る 事 項 

 

１ 次回定例会開催予定日  令和３年１１月１１日（木） 午後２時００分 

              行田市教育委員会 ２Ａ会議室 

 

 

 以上、顛末を記載して、その発言内容に相違がないことを証するため、ここに署名する。 

 

 

 

 

   教育長 

 

 

   委 員 

 

 

   委 員 

 


